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特別支援教育に係る集合指導訪問（管理職部会） パート１ 
令和６年度学校教育指導方針「自立と社会参加に向けた特別支援教育の推

進」において、「一人一人の障害の状態等に応じた指導の充実」が示されてい

ます。「全教職員の取組による特別支援教育の充実」のためにご尽力いただき、

ありがとうございます。 

今回は、副校長先生及び教頭先生を対象に、オンライン配信にて集合指導訪

問を実施いたしました。実践発表や研究協議の場をもち、特別支援教育についての以下のような研修を

行いました。 

 

〇実践発表 「通級指導体制の強化～小美玉市における「巡回型」通級指導実践研究について～ 」 

発表者 小美玉市立小川南小学校 田中 恭子 教諭 

 通級による指導について、小美玉市の取組を紹介いただきました。特に、巡回型通

級の好事例として、取り組まれた成果は大きいものがあり、今後校内でも通級指導

が必要な児童生徒がいる際には、巡回型通級を選択肢の一つとして検討ください。 

 

〇グループ協議 テーマ：「適切な学びの場の検討に至る段階的なプロセスの具体的な進め方 

～校内支援体制の整備と学びの場の柔軟な見直しに向けて～」 

オンラインではありましたが小グループに分かれ、自校の現状をふまえながら、ご協議いただきまし

た。通常の学級に困り感のある児童生徒がいる場合、どうしても特別支援学級への入級を直ぐに勧めが

ちです。まずは通常の学級での分かりやすい授業の工夫から実践し、ICT を含む合理的配慮の提供、特

別支援教育支援員の配置、外部の専門家との連携等のプロセスをふみながら十分検討ください。 

 

管理職の先生方には、特別支援学級や通級による指導を受けている子供たちだけでなく、特別な教育

的支援を必要とする全ての子供たちについて、一人一人の実態を踏まえて現状を分析していただいてお

ります。その子の学びの充実のためにはどのように環境を整える必要があるのか、校内支援体制をどう

するかという視点で見た上で、適切な学びの場の検討につなげていただけますようお願いいたします。 

 

 

【校内研修で右の資料をご活用ください】 

〇活用資料「適切な学びの場ガイドライン～特別な教育的支援を必要とする

児童生徒の学びの充実に向けて～」（令和 6 年 3 月８日 特教第 947 号） 

 

小中学校等には、通常の学級、通級による指導、特別支援学級等、多様な

学びの場があります。「誰が」「どこの場で」「どのように学ぶか」等を検討

するための校内支援体制はとても大切です。 

特別支援学級において、児童生徒一人一人の障害の状態等に応じた指導内

容や指導方法の工夫を検討し、適切な指導を行いました。これによって、学

習や社会生活への適応の状態が改善されたとします。一斉での学習活動にお

いて、授業内容が分かり、学習活動に参加している実感・達成感をもてる状

況に変容してきた場合には、通常の学級による指導と通級による指導を組み

合わせた指導について検討を行うことが考えられます。 

本ガイドラインを活用して、「適切な学びの場」で児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切

な指導や必要な支援が実施されているか、確認をお願いいたします。 

すべての子どもたちのために  学校のために  市町村教育委員会のために 

夏休みの一考  重 点 課 題 特別支援教育の充実（就学から就労に向けた長期的支援） 
      



 
特別支援教育に係る集合指導訪問（管理職部会） パート２ 

参加された副校長先生及び教頭先生からたくさんの感想をいただきました。ありがとうございまし

た。いただいた質問の一部を紹介するとともに、あわせて参考資料についても案内いたします。 

 

【みなさまの質問の一部】 

〇特別支援学級に在籍していることを調査

書に記入する必要はあるか。 

➤ 高校実施細則説明会 Q&A 「⑤調査書

について」Q4 にて以下のように回答を

いただきました。 

Q4 出願時に特別支援学校に在籍している

かどうかを書く欄はあるか。（P23） 

A4 記載内容以外での記入は「７その他の事

項」になりますが、特別支援学級に在籍

しているかどうかの記載は求めており

ません。 

 

〇特別支援学級の評定はどのように記入するのか。 

➤ 高校実施細則説明会 Q&A 「⑤調査書について」Q6 にて以下のように回答をいただきました。 

Q6 特別支援学級在籍の評定について、下学年の内容を学習した場合、下学年の評定を調査書に記入す

ればよいのか。（P23） 

A6 下学年の評定が指導要録に記載されることが想定できます。下学年の評定を調査書に記入ください。

調査書は指導要録の写しになります。 

 

 

【参考資料】 ～特別支援教育にてお困りの時、この資料がおすすめです～ 

 

①障害のある子供の「教育的ニーズ」を整理する場合や障害の状態等に応じた教育的対応に 

ついて知りたい。 

➤「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの 

充実に向けて～」文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 

 

②自立活動の指導案を作成したい、校内で特別支援学級の指導案を検閲する 

際の根拠を知りたい。 

➤「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼児部・小学部 

・中学部）」文部科学省 

 

ここに紹介した参考資料は、一人一人の教育的ニーズに応じた児童生徒の適切な学びの場の決定や

見直しの際に活用できる資料となりますので、職員室等で先生方が手に取れるように準備されると

よいです。※①、②はインターネット上からダウンロード可能です。 

  さらに、気軽に動画での研修はいかがですか。 

 

③職員の資質能力向上を図るために、職場や自宅などで動画の研修を受けたい。 

➤「インターネットによる講義配信  NISE 学びラボ」 

  URL：https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online 

 ※パソコンやタブレット端末、スマートフォン等がご使用いただけます。１つのコンテンツ 

には、おおよそ 15 分から 30 分程度の講義が含まれます。 

高教第 2412 号 令和７年度茨城県立高等学校入学者選抜実施
細則説明会に係る Q＆A の修正について（通知） 

二次元コード→ 

https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online

